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【作成機関】九州地方環境事務所

番号 事業名 事業の概要（目的・実施方法・対策等） 事業主体(担当窓口）

1 屋久島世界遺産地域
科学委員会・地域連
絡会議等運営

・屋久島世界遺産地域連絡会議の開催。
・管理計画・モニタリング計画改定に向けた整理の実施
  - 管理計画改訂作業部会を3回実施予定。
  - 10年間のモニタリング結果を総括し、モニタリング計画の評価を実施（関係
行政機関）

・九州地方環境事務所

2 屋久島国立公園にお
けるヤクシカ保護管
理対策推進業務

屋久島国立公園を中心とした保護地域におけるヤクシカの個体数管理のための管
理捕獲と計画的に推進することを目的として、以下を実施。
・ヤクシカ生息状況把握（糞塊法105箇所、糞粒法15箇所）、相関分析
　　※森林管理局、鹿児島県より情報提供の協力
・R2年度のヤクシカ捕獲状況の把握
　　※森林管理局、屋久島町より情報提供の協力
・植生保護柵内外の植生等調査（小杉谷、花山歩道ほか）
・西部林道におけるヤクシカ計画捕獲の実施
・林道でのシャープシューティング体制による計画捕獲実施
・西部地域におけるモニタリング調査
※関係機関の実施体制組織への参画、個別課題への対応等の協力

・SS体制によるヤクシカ計画捕獲の実施に係る関係機関の理解促進
・保護地域での計画捕獲実施計画の検討・作成
※今後の戦略的実施方策の検討

・屋久島自然保護官事務所

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）



【作成機関】九州地方環境事務所

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）

3 屋久島における国内
希少野生動植物種等
の保護対策検討業務

国内希少野生動植物種に指定された希少植物等について、生育状況の把握、保護
対策の実施・検討を行う。
・H31年2月に新規指定された国内希少野生動植物種等の生育状況把握
・植生保護カゴ設置済のﾔｸｼﾏｳｽﾕｷｿｳ･ﾔｸｼﾏﾀﾆｲﾇﾜﾗﾋﾞの生育状況調査
・絶滅危惧植物・固有植物の生育地点の記録

・屋久島自然保護官事務所

4 屋久島登山道整備業
務（国立公園等整備
費）

宮之浦岳縄文杉線（淀川登山口～平石岩屋の間）の浸食防止工等の実施 ・九州地方環境事務所
・屋久島自然保護官事務所

5 公衆トイレ維持管理
等委託業務
（国立公園等維持管
理費）

新高塚小屋TSSトイレの点検・清掃等維持管理を実施。 ・屋久島自然保護官事務所

6 屋久島地区登山道巡
視等
委託業務
（国立公園等維持管
理費）

淀川登山口から平石岩屋、焼野三叉路から鹿之沢小屋までの直轄整備区間、及び
各登山口標識の巡視・補修・清掃（付帯の携帯トイレブースを含む）を2月に一回
行うとともに、簡易な補修やササ刈り等を実施

・屋久島自然保護官事務所

7 グリーンワーカー事
業（屋
久島登山道補修事
業）

土壌浸食等により破損、崩壊が見られる登山道において、利用者の安全
を図るため、簡易な補修を実施（公園事業未執行区間）

・屋久島自然保護官事務所

8 屋久島地区携帯トイ
レ導入推進事業（世
界遺産管理費）

屋久島山岳部での携帯トイレの導入推進に係る広報活動、グループ毎の
携帯トイレ携行率と使用率調査（淀川登山口）及び購入者属性の調査

・屋久島自然保護官事務所

9 登山者カウンターに
よる
利用動向の把握

屋久島山岳部の利用動向を把握することを目的とした自動観測装置（カ
ウンター）による調査を実施。
（６箇所：縄文杉ルート、淀川登山口、高塚小屋－新高塚小屋間、太忠岳登山
道、龍神杉登山道、尾之間歩道淀川口）

・屋久島自然保護官事務所



【作成機関】九州地方環境事務所

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）

10 特異な自然景観資源
の現状把握

島内全域において、資源の規模、形態等に著しい変化がみられないことを把握す
るために、写真撮影による定点モニタリングを実施
（12地点：うち14地点は林野庁と共同実施。世界遺産地域外を含む）

・屋久島自然保護官事務所

11 登山道周辺の荒廃状
況、植生変化の把握

登山利用による周辺植生の影響が懸念される稜線部において、植生荒廃状況を把
握するために、写真撮影による定点モニタリングを実施。
（８地点：焼野三叉路周辺２、投石岳周辺３、投石平南、永田岳東、安房岳北）

・屋久島自然保護官事務所

12 気象データの測定 西部、東部、新高塚小屋等において、気温、湿度、地温等の気象データを観測。
（11地点：大川の滝、小楊子林道、花山歩道4、ヤクスギランド、淀川登山口、新
高塚小屋）

・屋久島自然保護官事務所

13 アクティブ・レン
ジャーの配置

世界自然遺産地域を中心とする屋久島国立公園において、自然保護官を補佐し
て、「パトロール」「環境学習活動」「自然環境調査」等を行うアクティブ・レ
ンジャーを２名配置。

・環境省
・九州地方環境事務所

14 生態系保全等専門員
の配置

世界自然遺産地域を中心とする屋久島国立公園において、シカ対策等を行う「生
態系保全等専門員」(専門的知見を有する期間業務職員)を１名配置。

・環境省
・九州地方環境事務所

15 屋久島世界遺産セン
ター の運営

環境情報の収集、屋久島の自然環境に関する情報提供の場として展示ホ
ールなどの一般公開。

・環境省
・九州地方環境事務所

16 自然に親しむ集い
（自然観察会）

自然体験、環境教育を推進するため、地域住民を対象に年３回開催。 ・環境省（屋久島自然保護
官事務所）
・屋久島町
・（財）屋久島環境文化財
団



【作成機関】九州地方環境事務所

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）

17 屋久島国立公園パー
クボランテｨアの運営

主に国立公園内の美化清掃及び保護管理活動を充実するため、地域住民の自発的
協力により利用地点の美化清掃及び外来種駆除活動等を実施。

・屋久島自然保護官事務所

18 出前授業等の実施 自然体験、環境教育を推進するため、地元小学校等において出前授業等を実施。 ・屋久島自然保護官事務所

19 屋久島における自然
資源の持続的な活用
方策検討業務

屋久島では公的資金に加え、募金や協力金などの利用者負担の仕組みによって各
種事業を実施しているが、利用者負担制度には多くの課題が認識されており、そ
のあり方についてより詳細な検討が求められている。そのため、屋久島における
協力金等に関する調査を実施し、自然資源の持続的活用方策の検討を行って、地
元自治体の取組みを支援することにより、適正な利用者負担制度のもとで持続的
に自然資源を活用できる体制づくりに資することを目的として以下業務を実施。
　・ウミガメやその繁殖地域における自然資源の持続的な活用方策の検討
　・西部地域の持続的な利用に関する方策の検討
　・関係会議の開催・運営支援

・九州地方環境事務所
・屋久島自然保護官事務所

20 屋久島マナービデオ
改定業務

・来島者向けに作成した「屋久島マナービデオ」の全面改訂
・屋久島（山岳部や海岸部）を利用する上での注意点について、既存のものより
短時間でわかりやすい内容で作成
・成果品は、船舶での上映の他、環境省YouTubeや屋久島世界遺産センターホーム
ページへ掲載

・屋久島自然保護官事務所

21 新高塚小屋TSSトイレ
修繕

・R3年度の調査結果を受け、土壌処理層等を機能改善のため修繕 ・屋久島自然保護官事務所

22 屋久島国立公園新規
コンテンツ開発等業
務

・屋久島ならではの自然、環境、文化、人材等を活かした新たな「雨天時のプロ
グラム」や「水を巡るプログラム」、屋久島ならではの「雨天を安全に体験する
プログラム」について開発及び情報発信を実施

・屋久島自然保護官事務所



     資料2－1－2

【作成機関】九州森林管理局

番号 事業名 事業の概要（目的・実施方法・対策等） 事業主体(担当窓口）

1 保護林整備・保全対
策事業

１　生態系モニタリング調査
(1) 屋久島中央部地域垂直方向の植生モニタリング調査
(2)高層湿原の植生状況モニタリング調査及び保全対策の検討、「高層湿原保全対
策検討会」の開催
(3)森林生態系における気候変動の影響のモニタリング調査
２　著名ヤクスギ樹勢診断等
　縄文杉の経過観察及び登山道周辺著名ヤクスギ診断（八本杉）を実施

・九州森林管理局
・屋久島森林管理署
・屋久島森林生態系保全セ
ンター

2 巡視事業  職員による巡視は、ゴールデンウィーク期間、ヤクシマシャクナゲの開花時期及
び夏休み期間中に重点的に実施（ＧＳＳによる巡視活動は別途）

・屋久島森林管理署
・屋久島森林生態系保全セ
ンター

3 大気環境に係る基礎
的なデータの観測･収
集等

貴重な森林の保全と植生変化の状況把握及び山地災害防止に資するため、国有林
野内において降水量及び気温を観測し、データを研究機関等へ提供

・屋久島森林生態系保全セ
ンター

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）



【作成機関】九州森林管理局

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）

4 自然休養林の利用に
係る基礎的なデータ
の収集

・自然休養林（荒川地区（ヤクスギランド）、白谷地区（白谷雲水峡））におけ
る施設利用者数を整理･把握
・自然休養林内の歩道周辺の危険木調査、必要な箇所の危険木処理
・企業ボランティアの実施
・森林景観を活かした観光資源の創出事業による整備

・屋久島レクリエーション
の森保護管理協議会
・屋久島森林管理署
・屋久島森林生態系保全セ
ンター

5 地域連携推進対策事
業

１．森林保護員による巡視等
  世界自然遺産地域の適切な管理を行うため、森林保護員（ＧＳＳグリーン・サ
ポート・スタッフ）を雇用,年間を通して間断のない巡視を行い、次の業務を実施
・植生荒廃等の把握、盗採･盗掘･樹木損傷等の通報
・巡視を通じて入り込み者への利用マナーの指導、危険行為の防止等及啓発活動
を行うほか、簡易な補修等を含め実施
・パトロール結果は、巡視記録として取りまとめ報告

・屋久島森林生態系保全セ
ンター



【作成機関】九州森林管理局

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）

6 普及啓発事業 １，広報紙「洋上アルプス」の発行、ＨＰの随時更新、林野巡視等で得られた屋
久島の動植物、登山情報等について、適時に情報提供、普及啓発を実施
２．屋久島世界遺産地域に関する自然環境の情報、各種調査報告等についてＨＰ
等を通じて、地元、一般国民等へ情報提供を行い普及啓発を推進
３．森林、木材利用、環境問題、世界自然遺産地域等について森林環境教育等を
実施
４．屋久島森の塾を開催

・九州森林管理局
・屋久島森林管理署
・屋久島森林生態系保全セ
ンター
(関係機関と連携)

7 ヤクタネゴヨウ保全
対策

ヤクタネゴヨウ保全対策
１．マツ枯れ対策連絡協議会の開催
２．周辺マツ林に松くい虫が発生した場合の被害未然防止対策

・屋久島森林管理署
・屋久島森林生態系保全セ
ンター

8 調査研究連携事業 屋久島の国有林を調査研究フィールドとする研究者等と連携し、情報交換を行い
（調査概要、研究報告書の提供等）、今後の世界自然遺産保全対策の検討等業務
への活用や一般へ普及啓発

・屋久島森林管理署
・屋久島森林生態系保全セ
ンター

9 野生鳥獣との共存に
向けた生息環境等整
備事業

１．ヤクシカ被害総合対策
ヤクシカの生息頭数の増加に伴う採食圧により下層植生や希少種の消滅等が懸念
されており、森林の多様性の保全や国土保全等の観点から早急に対策を講じる必
要があるため、関係機関とも連携しながら森林生態系の管理目標に関する現状把
握・現状評価等を行うとともに植生の保護・再生方策、ヤクシカの個体数調整方
策等を含むヤクシカ被害に関する総合的な対策を推進
２．植生保護柵の維持管理
　シカ食害の増加に伴い管内に設置している植生保護柵等の巡視、維持管理（職
員）

・九州森林管理局
・屋久島森林管理署
・屋久島森林生態系保全セ
ンター



【作成機関】九州森林管理局

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）

10 屋久島国有林内のシ
カ食害を防ぐための
シカ対策の取組

１．シカ食害を防ぐため、平成２２年度から職員実行によるシカ捕獲の取組みを
継続。
２．民国境で地元猟友会が有害鳥獣捕獲を実施
３．森林生態系の保全のための植生の保護・回復、屋久島のシカの順応的管理に
資することを目的として、委託によるシカの誘引捕獲事業を実施（平成27年度か
ら継続）
４．森林生態系保全等のため、屋久島町、地元猟友会とシカ捕獲に関する３者協
定締結（平成22年度）によるシカ捕獲の取組みを継続

・屋久島森林管理署
・屋久島森林生態系保全セ
ンター

11 屋久島署管内国有林
における外来種侵入
状況調査の取り組み
について

屋久島署管内国有林（屋久島・種子島）における外来植物（アブラギリ）につい
て、平成31年度まで侵入繁殖箇所の把握調査と国有林内の外来植物侵入分布図作
成を行い、今後想定される適正な森林育成環境に向けて駆除対策等の参考資料と
する

・屋久島森林管理署
・屋久島森林生態系保全セ
ンター

12 世界自然遺産地域の
森林生態系における
気候変動の影響のモ
ニタリング等事業

我が国の世界自然遺産への気候変動の影響を把握するため、そのモニタリング調
査の実施

・九州森林管理局



     資料2－1－3

【作成機関】鹿児島県

番号 事業名 事業の概要（目的・実施方法・対策等） 事業主体(担当窓口）

1 屋久島・奄美世界自
然遺産管理運営推進
事業

１　山岳部の自然環境保全対策等として
 ・マナー啓発のためのリーフレット等の作成
 ・縄文杉周辺等での監視指導員の配置
２．協議会，担当者会議等を通じて，屋久島山岳部環境保全協力金の納入推進や
活用について検討・協議を行う。

屋久島山岳部保全利用協議
会
(事務局―屋久島町）

2 自然保護推進員 自然保護推進員2人（県内51人）を設置し，自然保護思想の高揚等を図る。 県自然保護課

3 屋久島環境文化村
構想の推進

「屋久島環境文化村構想」を推進するため，屋久島環境文化村中核施設の管理運
営を行う。
また、屋久島環境文化村中核施設整備（外壁補修等工事，雨漏り対策調査設計
等）を行う。

県自然保護課

4 希少野生動植物保護
対策事業

県内に生息・生育する希少な野生動植物を保護するため，
　・種の指定による保護（50種(屋久島関係14種)の捕獲・採取等を禁止）
　・パンフレットの作成等による普及啓発活動・普及啓発，調査，
助言等を行う希少野生動植物保護推進員の設置
（64名：屋久島在住名）　等を実施する。

県自然保護課

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）



【作成機関】鹿児島県

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）

5 特定鳥獣総合管理対
策推進事業

・指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画策定のための検討委員会の開催。
・指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に向けた，ニホンジカ（ヤクシカ含む）の生息
状況調査。
・指定管理鳥獣捕獲等事業の実施

県自然保護課

6 観光施設管理事業 自然公園施設の維持管理
①事業箇所：大株歩道入口トイレ，登山歩道，
　　　　新高塚避難小屋ほか
②事業内容：トイレ・避難小屋清掃，登山歩道の維持管理ほか

県観光課

7 登山歩道整備事業 直轄施行委任事業による，宮之浦岳縄文杉線道路（歩道）の大株歩道入口から平
石岩屋まで間において，測量設計委託を実施予定。

県観光課

8 文化財保護指導委員
設置

県内８地区に３０人の文化財保護指導委員を配置し（屋久島地区１人），地域に
所在する国・県指定文化財等の現状を巡視によって把握し，文化財保護に資する

県教育庁文化財課



     資料2－1－4

【作成機関】屋久島町

番号 事業名 事業の概要（目的・実施方法・対策等） 事業主体(担当窓口）

1 林地活用対策事業
（屋久島総合自然公
園運営事業）

　自然資源の価値を損なうことなく活用していく方策として、屋久島固有の植物
を保護･増殖することにより、生態系の保全・環境学習の拠点づくりを進める。

観光まちづくり課

2 エコツーリズム推進
事業

　屋久島町エコツーリズム推進協議会において、各種エコツーリズムの推進に向
けた方策を検討する。
　ガイド制度の推進にあたっては、屋久島学試験の実施や、公認ガイド制度の充
実に努める。また、令和元年度から開始したエコツーリズム全体構想策定に向け
た取組を図る。

観光まちづくり課
（屋久島町エコツーリズム
推進協議会）

3 世界自然遺産屋久島
山岳部環境協力金事
業

 屋久島山岳部保全利用協議会の事務局として、世界自然遺産屋久島山岳部環境保
全協力金の収納のほか、し尿搬出業務の執行、バイオトイレ・淀川登山口トイ
レ・携帯トイレブースの管理など施設の維持管理、マナー啓発のためのリーフ
レットの作成、縄文杉周辺での監視指導員、縄文杉登山のメインルートである町
道荒川線において、過剰な車輌乗り入れによる環境負荷の軽減と混雑緩和のため
に3月1日から11月30日までの間、車輌乗り入れ規制を行う。

観光まちづくり課
 （屋久島山岳部保全利用
協議会

4 ウミガメ保護監視業
務

　絶滅のおそれのあるウミガメの保護のため、各海岸に監視員を配置する。 観光まちづくり課

5 屋久杉自然館管理事
業

　屋久島の自然に関する特に屋久杉に関する資料の収集及び展示、また住民向け
の体験活動を行う。

観光まちづくり課

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）



【作成機関】屋久島町

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）

6 屋久島・口永良部島
ユネスコエコパーク
活動の推進

　日本ユネスコエコパークネットワークの活動により、他地域の取組みや情報発
信等を参考に、単独BRである屋久島町の取組みにも活用する。

観光まちづくり課

7 世界自然遺産地域
ネットワーク協議会
の運営

　自然遺産地域の価値と魅力を発信し、環境保全活動の推進及び地域振興の検討
を行う目的で設立した「世界自然遺産地域ネットワーク協議会」も５地域となっ
た。加盟市町村も増えたことから、今後の展開等を協議検討したい。

観光まちづくり課



     資料2－2－1

【作成機関】屋久島環境文化財団

番号 事業名 事業の概要（目的・実施方法・対策等） 事業主体(担当窓口）

1 環境学習 ①　自然・文化体験事業
    屋久島の自然環境や文化への意識の醸成を図るため，町内外の方を対象とし
た各種体験型セミナーを実施
②  受入事業（宿泊研修，一日研修，短時間研修）
　　人と自然との関わりを理解し，環境保全への意識を高めるため，町内外の小
中高校や大学等の児童・生徒等を受け入れ各種研修を実施
③  屋久島高校環境学習・交流支援
　　屋久島高校普通科環境コースの生徒を対象に，環境学習支援を実施
④  出張屋久島講座
　　町内の小中学校等に出向き，児童・生徒を対象に，環境学習の機会を提供
⑤　屋久島研究講座
　　屋久島に関わる研究者等の調査研究成果を発表する講演会を実施

屋久島環境文化財団

2 環境形成 ①  環境保全活動支援事業
　・山岳部利用対策事業
　　登山者等へのマナー指導やマナーガイドブック等の作成・配布を実施
　・エコツーリズム支援事業
 　 エコツアーガイドの育成を図るためのガイドセミナーの実施
　・生物多様性保全事業
　　調査研究や環境保全活動を行っている研究者等に対し支援を実施
　・うみがめ保護対策事業
　　海浜の清掃活動や遮光林の維持管理を実施
②　屋久島動植物調査等事業
　　各種ガイドブック等の改訂，増刷等を実施

屋久島環境文化財団

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）



【作成機関】屋久島環境文化財団

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）

3 ネットワーク形成 ①　ボランティアネットワークの形成
　　ボランティアネットワークづくりやボランティア団体へ活動経費の助成を実
施
②　財団情報の発信誌発行
　　「屋久島通信」や「まるりん通信」を発行

屋久島環境文化財団

4 屋久島地域づくり支
援

①  里のエコツアー推進事業
　　屋久島里めぐり推進協議会の運営や里めぐり未実施集落の組織づくりを支援
　（屋久島里めぐり推進協議会）
　　屋久島の集落に伝わる歴史，文化，自然，産業などを地元の語り部（ガイ
ド）による案内で集落内の散策を実施
②　屋久島の里づくり推進事業
　　名所・旧跡等説明看板の維持管理等を実施

屋久島環境文化財団

5 国際交流  留学生ホームステイ受入事業
・県内大学の留学生を島内家庭で受け入れ，屋久島の文化や暮らしの体験，町内
在住者との交流活動等を実施

屋久島環境文化財団

6

中核施設管理運営

中核施設（村センター及び研修センター）の管理運営受託者として，村センター
における屋久島の自然・文化の総合的な情報提供や研修センターにおける環境学
習を実施

屋久島環境文化財団



     資料2－2－2

【作成機関】屋久島観光協会

番号 事業名 事業の概要（目的・実施方法・対策等） 事業主体(担当窓口）

1 観光施設(避難小屋及
び登山歩道)維持管理
業務受託

各避難小屋　年間12回以上　1.小屋内、その周辺の清掃、付帯便所の汲取り及び
清掃　2.小屋の軽易な維持補修　3.水飲み場及びその周辺並びに国立公園内の登
山歩道のゴミの収集・登山歩道、標識等の軽易な維持補修を行う。

鹿児島県・屋久島町

2 高塚避難小屋及び付
帯トイレ維持管理業
務受託

1.小屋内、その周辺の清掃、付帯トイレの汲み取り及び清掃　　2.ごみの収集
などを行う。

屋久島町

3 バイオトイレ及び大
株歩道入口トイレ清
掃業務受託

大株歩道入口トイレと三大杉近くのトイレが適正かつ衛生的にその機能を保つた
めに、清掃及び利用状況の巡視・確認を行う。

屋久島町

4 携帯トイレブース及
び新高塚小屋自己処
理型トイレの維持管
理業務受託

縄文杉ルート、鹿之沢小屋ルート、石塚小屋ルートの携帯トイレブースの安全管
理及び清掃、維持保全活動等を行い、自然環境の保全及び観光地の整備・美化維
持促進のため行う。

屋久島町

5 新高塚小屋公衆トイ
レ維持管理等委託業
務受託

新高塚小屋TSSトイレ、携帯トイレブース清掃・点検のため行う。 環境省

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）



【作成機関】屋久島観光協会

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）

6 屋久島山岳部携帯ト
イレ導入推進事業受
託

携帯トイレ導入を積極的に推進するという方針が決まった宮之浦岳登山道及び主
要縦走路の起点である淀川登山口において、携帯トイレの普及啓発活動及び定着
状況を把握するためガイド事業者に対して携帯トイレの意識調査を行う。

環境省

7 普及啓発(委託販売事
業)

自然環境の保全及び観光地の整備ため協力金の啓発活動及び収納業務及び縄文杉
周辺での監視指導を行う。また、協力金納入者に渡す協力証(木製ストラップ)製
作に取り組む。

屋久島町

8 普及啓発(物品販売事
業)

携帯トイレ持参を積極的に推進し販売を行う。 屋久島観光協会

9 環境教育 協会HPを活用し会員等へ脱プラスチック・エコバッグ・マイバック持参運動の普
及啓発に取り組む。また、自然体験学習の教育旅行の誘致活動に取り組む。

屋久島観光協会

10 情報の発信 協会HP及びフェイスブック・ツイッターを活用し、リアルタイムに観光情報、交
通情報、登山歩道状況等の発信を行い、観光客の誘致促進に取り組む。また、電
話・メール・ファックスでの問い合わせに対して、観光パンフレットの普及啓発
に取り組む。

屋久島観光協会



     資料2－2－3

【作成機関】屋久島観光協会ガイド部会

番号 事業名 事業の概要（目的・実施方法・対策等） 事業主体(担当窓口）

1 県営観光施設(避難小
屋及び登⼭道)維持管
理業務委託 （屋久島
町)

登山道の軽微な補修と避難小屋清掃　1泊2日44回実施
・淀川〜鹿之沢ル－ト(１１回)・淀川〜石塚小屋〜ランドル－ト(１１回)
・荒川〜新高塚小屋ル－ト(バイオ＆大株入口トイレ清掃含む)(２２回)

屋久島観光協会

2 ⾼塚避難小屋維持管
理業務委託 (屋久島
町)

高塚小屋維持管理作業　22回 屋久島観光協会

3 携帯トイレブ－ス及
び新高塚小屋自己処
理型トイレ維持管理
業務委託（環境省）

山岳部各携帯トイレと新高塚TSSトイレの維持管理22回実施 屋久島観光協会

4 バイオトイレ＆大株
歩道入口トイレ清掃
業務 (屋久島町）

大株歩道入り口トイレと小杉谷山荘跡バイオトイレ清掃29回実施 屋久島観光協会

5 登山道整備（屋久島
町）

・台風後のパトロール等予定 屋久島観光協会

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）



     資料2－2－4

№１

番号 事業名 事業の概要（目的・実施方法・対策等） 事業主体(担当窓口）

1 （施設等の整備１）
白谷避難小屋
床改修工事

　白谷避難小屋の北側寝室２Ｆ床の改修工事。 屋久島レクリエーションの
森保護管理協議会

　白谷雲水峡の管理棟、トイレ等で使用する電気は、白谷雲水峡の美しく豊かな
水を利用して発電する「ミニ水力発電設備」により発電している。

　この施設の取水口は、さつき吊橋上流約 100ｍの場所で、そこから75mmの3本の
導水管が発電機棟まで伸びている（配管距離524ｍ）が、この取水場所だけでは増
水時に気泡が侵入し、パイプ内のエアー抜きに相当な時間を要している状況であ
り、これを改善するため、導水管の3本の内の1本の取水口を現在の場所より比較
的緩やかな流れの場所である約40ｍ上流に移すため延長するもの。

3 （安全対策１）
新型コロナウイルス感
染症防止対策

　両地区管理棟に飛沫防止フィルム及び消毒液の設置、職員のマスク着用及び毎
朝の検温、管理棟内各箇所及びトイレ・喫煙所等の除菌、受付でのソーシャル
ディスタンスの確保等の励行。

屋久島レクリエーションの
森保護管理協議会

4 （安全対策２）
両地区園内の職員によ
る巡視

　両地区園内の歩道・危険木・手摺り・ロープ等の安全点検並びに日誌への記
載。

屋久島レクリエーションの
森保護管理協議会

5 （安全対策３）
危険箇所の明示

①　現地及び案内板等に危険場所の明示。
②　入口（受付）で利用者へ危険箇所の注意喚起。

屋久島レクリエーションの
森保護管理協議会

6 （安全対策４）
危険木・倒木発生時の
措置

　危険木・倒木発生時の措置。 屋久島レクリエーションの
森保護管理協議会

①　防犯対策

②　遭難時の救助対策。　　　　　　　　※　平成28年1月～
　ＡＥＤを両地区管理棟と白谷避難小屋に常設。

　※ ヤクスギランド平成28年4月～、白谷雲水峡同年6月～、同避難小屋同年7月
～。　　 種子島地域産業振興協会地域振興用移動基地局通信システムの運用。

　事務所・両地区管理棟・白谷避難小屋間で交信できる無線設備の運用。

　※ 白谷雲水峡・事務所間平成25年11月～、ヤクスギランド令和元年7月～、

　　 白谷避難小屋令和3年7月～、同月事務所移転による事務所アンテナ移設。

令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）

2 （施設等の整備２）
白谷ミニ水力発電機用
導水管延長工事

屋久島レクリエーションの
森保護管理協議会

7 （安全対策５）
両地区入口で防犯
カメラの作動

屋久島レクリエーションの
森保護管理協議会

【作成機関】屋久島レクリエーションの森保護管理協議会

8 （安全対策６）
傷病者救助対策

屋久島レクリエーションの
森保護管理協議会

9 （安全対策７）
レク森内各施設間の連
絡通信システムの運用

屋久島レクリエーションの
森保護管理協議会



令和４年度屋久島世界遺産地域における事業予定表(令和４年２月時点）
【作成機関】屋久島レクリエーションの森保護管理協議会

№２

番号 事業名 事業の概要（目的・実施方法・対策等） 事業主体(担当窓口）

　ヤクスギランド森泉・白谷雲水峡管理棟・白谷避難小屋に非常食の常設。

　※ 令和元年9月～、各施設に非常食45食(5人×3食×3日)、備蓄水2ℓ×12本

①収受　ア、英語版・韓国後版・中国語繁体版・同簡体字版を含むリーフレット

　　　　　　の配布。

　　　　イ、ポストカード付きチケット(領収書兼用)の配布。

②活用　ア、遊歩道等施設の維持補修。

　　　　イ、リーフレットの印刷。（ヤクスギランド日本語版）

　　　　ウ、トイレの維持管理。（両地区トイレ及び同仮設トイレ）

①　小学生の家族を対象とした森林教室の実施。

②　小中学生への作文募集、審査、展示、ＨＰでの応募作品紹介及び審査発表。

③　白谷避難小屋の維持管理及び同トイレし尿の搬出。

④　ホームページの更新。

⑤　多言語おもてなしタグの常設。（ヤクスギランド、平成29年4月～）

⑥　白谷橋（白谷管理棟前）下橋台に「増水時コース危険水位表示板」の設置。

①　歩道（登山道）の補修。

②　屋久島自然休養林活性化検討会の実施。

③　サポーター（アサヒビール）との共同ボランティア活動の実施。

④　屋久島山岳部保全利用協議会及び屋久島町エコツーリズム推進協議会との連
携。

　（世界自然屋久島山岳部環境保全協力金の声掛け及び携帯トイレ普及の推進
等。）

⑤　両地区に仮設トイレの設置。

　　（各3基、ヤクスギランド平成30年3月～、白谷雲水峡峡同年6月～ ）

⑥　職員の救命処置（心肺蘇生法、ＡＥＤ）研修の実施。

⑦　図書「屋久島で使える手作り図鑑」の販売。（平成29年4月～）

10 （安全対策８）
災害時非常食の備蓄

屋久島レクリエーションの
森保護管理協議会

11 受益者負担の
収受・活用

屋久島レクリエーションの
森保護管理協議会

12 ソフト対策 屋久島レクリエーションの
森保護管理協議会

13 その他特記すべき事項 屋久島レクリエーションの
森保護管理協議会


